
Q どのような状況だと濃厚接触者とされるのか？ 

国⽴感染症研究所の定義によると、新型コロナウイルス感染症と診断された患者と以下のような状況
で感染可能期間に接触した者とされています1。なお、感染可能期間とは、コロナウイルス感染症を疑
う症状を呈した２⽇前から隔離開始までの期間とされます。この定義は、WHO の「世界における
COVID-19 サーベイランスに関する暫定ガイダンス（Global surveillance for COVID-19 caused by 
human infection with COVID-19 virus Interim guidance 20 March 2020）」を参考としたものです。 

 患者（確定例）と同居あるいは⻑時間の接触（⾞内、航空機内等）があった者 
 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護もしくは介護していた者 
 患者（確定例）の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が⾼い者 
 その他：⼿で触れることのできる距離（⽬安として１メートル）で、必要な感染予防策無しで、患

者（確定例）と１５分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や
接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。 

 

Q 医療従事者が濃厚接触者にならないためには？ 

濃厚接触者と判断されないためには、新型コロナウイルス感染症の患者が受診する可能性を踏まえ、
院内では、医療従事者も患者も常にマスクを着⽤しておくことが肝要です。加えて、発熱や呼吸器症
状を認める患者に接触するときは、アイゴーグルやフェイスシールドなどで眼を保護するように⼼が
けてください。 

医療従事者の曝露のリスク評価と対応については、⽇本環境感染学会の⼿引きを参考としてください2。
なお、判断がつかない場合には、保健所へご相談ください。 

 
1 国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（2020 年 4 月

20 日暫定版） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.ht
ml 
2 日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第３版）

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=355 



 

 



Q 濃厚接触者となった医師は、診療できないのか？ 

A 医師が濃厚接触者と判断された場合であっても、電話や情報通信機器を⽤いた診療を⾏うことは認
められます。この際、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処⽅箋を送付することができます。
なお、この業務は、対⾯診療を⾏わない限り可能です。 

 

Q 医師以外の濃厚接触をした医療関係者の業務制限は 

A 看護師が濃厚接触者と判断された場合は、患者のケアを直接⾏わない事務作業等を他の勤務者と接
触しない在宅で⾏うことは認められます。 


